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ＮＨＫ放送が受信できる設備における受信契約漏れについて 

 

 

１ 事案概要 

 全国の自治体で公用車カーナビ等のＮＨＫ受信料の未契約が報じられていることを

受け、当企業団において調査を実施したところ契約漏れが判明しました。 

 

２ 未契約の状況 

・ＮＨＫが受信可能な車載カーナビ ２台 

・ＮＨＫが受信可能な携帯電話   ２台 

・ＮＨＫが受信可能なテレビ    ３台  合計７台 

 

３ 原因 

 車載カーナビや携帯電話において、ＮＨＫ受信契約が必要であることの認識が不足

していたものです。また、テレビについては増設時の事務処理漏れです。 

 

４ 今後の対応 

 未契約分については、NHK 新潟放送局と協議を行っており、適切に契約及び支払い

事務を進めてまいります。 

 

５ 再発防止策 

ＮＨＫが受信可能な機器の設置状況を適切に把握するなど、法令遵守・適正な事務

処理の徹底を図ります。 

また、受信可能な機器を調達する際は、業務上必要がある場合を除き、受信機能が

ない機器を選定します。 


